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こ
の
取
極
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
所
有
す
る
研
究
炉
等
で
発
生
し
た
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
を
フ
ラ
ン
ス

共
和
国
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
の
両
政
府
の
了
解
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
。

24_FRANCE_1.indd   31324_FRANCE_1.indd   313 2025/01/10   17:10:362025/01/10   17:10:36




